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長野県飯田市市民協働環境部
環境モデル都市推進課
課長補佐 小川 博
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東京

名古屋

大阪

飯田
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リニア中央新幹線が通る「飯田」（結い田）

○面 積 658.66㎞2	  	  	  

○人 口（H28.3.31） 103,712人
○世帯数（H28.3.31） 39,656世帯
○標高（市役所） 499.02m	  
○日照時間（2014年） 2125.3時間
○森林面積（割合） 全市域の84.6%
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飯田市の地域エネルギー政策年表
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飯田市の公共施設の屋根を目的外使用許可。
全国初の固定買取価格制度導入。

太陽光市民共同発電事業

地域金融機関



地域環境権条例を制定した考え方

持続可能なまちづくりの手段としての「エネルギー自治」

「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の創設

事業から上がる収益を、「住民自治」に活用できないか？
（大資本ばかりが、地域の資源を活用していていいのか？）

再生可能エネルギーを生み出す資源は、
地域の人や土地と密接な関わりがあるもの

再生可能エネルギーから生ずる利益を
地域住民が主体となって、地域のために活用していく

＊資金確保、リスク管理、収益の活用方法（地域活性化）など、
地域住民の皆さんの主体的な判断（共同決定）が必要

大企業による地方へのメガソーラー進出

再エネ資源の本質について考える

再エネと住民自治を繋げる

実効性のある事業を行うために
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飯田市の自治組織～地域自治区制度を導入～
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飯田市再生可能エネルギーの導入による
持続可能な地域づくりに関する条例（地域環境権条例）

市内で活動する公共的団体が、再エネ事業を通じて行う地域づくり事業を｢公民協働事業｣
に位置付けて、飯田市が、事業の信用補完、基金無利子融資、助言等の支援

目的 市域の豊富な再エネ資源と地域の「結い」を活用して低炭素で活力ある地域づくりを推進

⇒ 再エネによる電気の全量固定価格買取制度（FIT）を、市民が公益的に利活用できる制度を構築

⇒ 再エネ資源の活用と、｢市民｣｢公共的団体｣｢行政｣の関係性と役割を明確化

再エネ資源は市民の総有財産。そこから生まれるエネルギーは、

市民が優先的に活用でき、自ら地域づくりをしていく権利がある。

地域環境権
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小沢川小水力市民共同発電事業

水圧管路延長 約890ｍ

○最大取水量 0.3㎥／ｓ 常時取水量 0.05㎥／ｓ ※今後の取水協議による

○有効落差 80.42ｍ（最大取水量時） 86.74ｍ（常時取水量時）

○最大取水量時出力 172kW 常時取水量時26kW

○年間想定発電量 842,000kWh （太陽光パネル0.75MW相当）

○水車形式 横軸ペルトン水車

発
電
機
設
置

予
定
地
点

取
水
予
定
地
点

咁
治
山
堰
堤
咂
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発電事業体
（株式会社）

認可地縁団体
（上村まちづくり委員会）飯田市 地元金融機関

出資を検討
出資を要請出資

発電所の設計

発電所の建設

地域振興事業
（まちづくり委員会が収
益を財源に実施）

売電収益

基金貸付 飯田市

地元金融機関 融資 市民ファンド融資

再エネ条例による認定長野県
補助金

収益納付型
補助金

市民ファンドの融資は今後検討

自治会が筆頭株主になる事業体での地域主導の小水力発電事業
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公共的領域
【今後深化させるべき領域】

私的領域

公的領域

【市行政の直営領域】

公共品質を確保していく
必要がある領域

【これまで】

補填的意味での補助
金交付や、委託・指定
管理などの間接的な
手法により消極的に行
政が関与してきた領域

↓
【これから】

市場メカニズムを活
用し、積極的に公
民協働を進めていく
べき領域

教育・啓発を通じ
プレーヤーの
活動領域の
シフトを促進

垂直的補完関係で
はなく、水平的補
完が成立する社会
的関係性を構築し、

プレーヤーの役割
の最適化を図る。

飯田市が考える「新しい公共」のイメージ



条例のポイント１ 「地域環境権」を市民に賦与

条例のポイント２ 公民協働のルール化

条例のポイント３ 専門機関を通じた支援と公共品質の確保

太陽光、河川の水や空気などは、地域住民の皆さんが毎日の暮らしの中で恩恵を受けてい
る資源です。これらの資源は、そこに暮す住民の皆さんが優先的に活用すべきものであり、
住民の皆さんの総有財産として、持続的に活用して地域づくりを進められるようにするべき
です。そこで条例は、市民の皆さんに「地域環境権」を保障し、地域の合意に基づき、この
権利を行使してエネルギー事業を行う場合、市が様々な支援を実施することとしました。

地域住民の皆さんが事業を行う場合は 「認可地縁団体」などの地域自治組織が対象とな
ります。また、地域の皆さんが主体的に企業等と協働して「地域環境権」を行使する場合も
想定し、市は協働の相手方となる企業等を、その協働事業の範囲で「公共的団体」として認
定した上で、両者が行う事業も支援することとしています。
いずれの場合も、地域環境権の行使は、他の住民による地域環境権や所有権の行使と調和
を図る必要があり、地域的合意が必須となります。その上で、地域住民の持続可能な地域づ
くりに役立つような「公益的利益還元」を実施することが必要となります。

市は、専門家で構成する第三者機関である「再生可能エネルギー導入支援審査会」を設
置し、申請事業に対し、公益性や安定運営性について助言、提案をした上で、公共的・安
定的な事業であることを認定し、申請事業内容を公表します。これを通じて、事業に対し
て客観的・公共的な信用付与を行い、市場からの資金調達の円滑化を図ります。
企業等との協働事業の場合には、企業等の環境価値の向上にも役立ちます。
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条例のポイント４ 認定事業に対する市の支援

審査会で審査した結果、公益性や安定運営性が十分であると判断された事業は「地域公共
再生可能エネルギー活用事業」として決定し、条例に従い、以下の支援を行います。

(1)継続性及び安定性のある実施計画の策定並びにその運営のために必要な助言

→ 事業運営の継続性や安定性を高めるため、専門家による助言を行います。

(2)初期費用を調達しやすい環境を整えるための信用力の付与

→ 事業計画を公告することで、出資者や金融機関に対して情報公開を行います。また、

市や専門家が、事業計画のお手伝いをすることで、公的な信用補完を図ります。

(3)補助金の交付又は資金の無利子貸付け

→ 地域公共再生可能エネルギー活用事業を行うために必要となる調査設計費用について、

必要に応じて、市の基金から最高1,000万円まで、無利子で貸し付けをします。

(4)市有財産を用いて事業を行うとする場合の当該市有財産に係る利用権原の付与

→ 市有財産を活用して地域公共再生可能エネルギー活用事業を行う場合は、無償での使

用を許可します。

(5)事業が継続性及び安定性をもって運営されるために必要な指導、助言

→ 事業が的確に運営されるよう、事業期間中は継続的に専門家の助言を実施します。
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条例のポイント５ 市長が行う指揮について

市長は、地方自治法第157条の規定に基づき、域内で活動する「公共的団体等」
に「指揮」、「監督」、「処分」をする権限を有するが、同法96条第１項第14号
の規定により、議会の議決を経て行使されるべきものである。

しかし…

条例化することにより議会の議決を得ることで、市長に裁量を委任されたことにな
り、かつ、支援として行われることから、監督、停止、取消の権力的行為に当らな

いため、市長の固有の権限で機動的に行使可能となった。
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公共的団体等とは…

市長は、公共的団体等に対し、指揮権限を有するが、自治法上で想定される公共的
団体について、以下の行政実例が存在する。

「公共的団体とは、農業協同組合、森林組合その他の協同組合、商工会等の経済団
体、社会福祉協議会等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会等の公共的活動を営む
者は全て含まれ、法人格をもつかどうかは問わない。」

したがって…

公共的な活動を行う団体にあっては、営利法人であっても当該公共的活動の範囲に
限って公共的団体と捉えることができる。



条例のポイント６ 公共サービス基本法の適用

事業の公共品質を担保していくために、市長に認められた事業に「公共サービス基
本法」を適用することとしている。
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公共サービス基本法（一部抜粋）

（定義）

第２条 この法律において「公共サービス」とは、次に掲げる行為であって、国民が日常生活及び社会生
活を円滑に営むために必要な基本的な需要を満たすものをいう。

（１） 国又は地方公共団体の事務又は事業であって、特定の者に対して行われる金銭その他の物の給付
又は役務の提供

（地方公共団体の責務）

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、公共サービスの実施等に関し、国との適切な役割分担を
踏まえつつ、その地方公共団体の実情に応じた施策を策定し、及び実施するとともに、地方公共団体に係
る公共サービスを実施する責務を有する。

（公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化）

第８条 国及び地方公共団体は、公共サービスの実施に関する業務を委託した場合には、当該公共サービ
スの実施に関し、当該委託を受けた者との間で、それぞれの役割の分担及び責任の所在を明確化するもの
とする。

市として、事業を通じて地域への利益還元（公共サービス）がされているかを見
守る責務が生じ、事業を行ううえでの公共的な制約事項やリスクの負担等について、
協定書を結ぶことで明確化することとした。



条例のポイント７ 飯田市再生可能エネルギー導入支援審査会

事業主体となる住民組織は、事業に係るノウハウや資金が足りない可能性が高い
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○ノウハウについて

各界の専門家で構成する市長の付属機関を設置。

以下の項目等について、審査、助言を行うことで、事業性を高める。

・発電事業が継続的かつ安定的に行われるかについて

・地域への利益還元が、真に地域のために行われるかについて

○資金について

固定価格買い取り制度を利用した発電事業であれば、比較的事業リスクが低いため、
事業計画がきちんとしていれば、安定的な事業収益が見込め、審査会を経ることで
事業の信用性を客観的に高めることができる。

そこで、「プロジェクトファイナンス」手法により融資を獲得し、事業における信
用性を担保とし、債務保証なく、資金を調達することができる。

または、事業内容を公告することで、市民ファンドからの出資を促す。
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１ 諸富 徹 （京都大学大学院経済学研究科 教授） 【審査会長】

２ 竹ケ原 啓介 （日本政策投資銀行 環境・ＣＳＲ部長）

３ 中島 大 （学識経験者）

４ 水上 貴央 （NPO法人再エネ事業を支援する法律実務の会 代表理事・弁護士）

５ 長谷川 隆三 （株式会社 フロントヤード 代表取締役）

６ 上沼 俊彦 （飯田信用金庫 常務）

７ 吉江 宗雄 （八十二銀行飯田支店 執行役員支店長）

８ 原 亮弘 （おひさま進歩エネルギー株式会社 代表取締役）

９ 泉澤 昭平 （中部電力株式会社 飯田営業所 配電運営課長）

１０ 田中 克己 （飯田市金融政策課 課長）
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飯田市再生可能エネルギー導入支援審査会



地域住民団体

市 長

金融機関
投資家

融資

地域の
課題解決！

事業により地
域に生じるメ
リットを住民が
主体的に活用

市の支援組織 事業化助言

答申

事業の信用補完

基金の無利子貸付

投資

地域公共再生可能エネルギー活用事業の組み立て

事業認証による
環境格付け

企業の
公益的な活動

協力関係

【公益的協力の例】
・ 企業による住民活動
の支援
・ 地域環境の向上に資
する事業の提供 など

飯田市との公民協働事業化

公益的環境
活動による
企業価値向上

公民協働事業認定
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以下の内容を審査

１ 事業を行う主体の人的条件（法人格など）は整っているか

２ 事業による収益を、地域に対して公益的に利益還元しているか

３ 事業に充てる自己資金の割合は適切か

４ 事業主体の役割、責任がきちんと決められているか

地域公共再生可能エネルギー活用事業申請の流れ

地域環境権を行使できる団体

○地縁による団体（地方自治法第260条の２第１項に規定するもの）

○飯田市民により構成され、以下の要件を備える団体

(1)団体を代表する機関を備えること

(2)団体の議事を多数決等の民主的手法により決すること

(3)構成員の変更にかかわらず団体が存続すること

(4)規約その他団体の組織及び活動を定める根本規則を有すること

審査会へ事業申請
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認可地縁団体とは・１

地縁による団体は、地方自治法で「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住
所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、区域に住所を有する
ことのみを構成員の資格としている。自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰
でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられる。

地縁による団体が法人格を得るためには、その団体の区域を包括する市町村の長の認
可が必要。地縁による団体は、この市町村長の認可により法人格を得ることとなり、その他
の手続（例えば、法務局への法人登記）は一切必要ない。

【認可の要件】
１．その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の
維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行って
いると認められること。

２．その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域
は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなけ
ればならないこと。

３．その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相
当数の者が現に構成員となっていること。

４．規約を定めていること。この規約には、目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の
資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定
められていなければならないこと。

参考資料
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認可地縁団体とは・２

１．地縁による団体の代表者が、申請書類により市町村長に認可の申請を行い、市町村
長が当該団体が認可の要件に該当していると認めるときは、当該団体に対し、市町村
長の認可が行われ、その認可をもって当該団体は、その目的の範囲内で権利能力を
有し、法人格を得ることとなる。

２．認可を受けた地縁による団体は、権利能力を得ることにより、主なものとして次のような

法的な位置づけ及び取扱いがなされることになる。
・団体名義で資産の登記・登録ができる。所有権の移転登記は、別途行う必要がある。

・告示事項（名称、規約に定める目的、区域、代表者の氏名及び住所等）に変更があったと
きは、市町村長に届け出が必要。

・規約を変更する場合には、市町村長の認可を受ける必要がある。

・法人としての破産、解散及び清算は、裁判所の監督の下に所要の手続きを進める。

３．認可を受けた地縁による団体の課税関係は、権利能力取得の前後で、法律上は同一
とする扱いがなされている。例えば法人市県民税については、認可を受けた地縁による
団体は公益法人として（収益事業を行っている場合を除く）均等割が減免されることが
ある。また固定資産税は、課税対象となっているが、公益のため直接専用する固定資
産（有料で使用するものを除く）については、税額が減免される場合がある。

参考資料


